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違憲の「戦争法案」会期大幅延長でも成立許さず
６月２２日、通常国会の会期が、自民・公明の与党で戦後最長の９５日間の大幅延長が強行決定されました。異例な延長は「戦争法案」成立への安倍政権の異常な執念を示すものです。通常国会の会期は１５０日間と決まっています。国会の会期内に審議がつくされず成立しなかった法案は廃案にするというのが「会期不継続」の原則です。９５日間もの延長になったのは、７月末までに「戦争法案」を衆院通過させれば参院で可決されなくても６０日後には否決されたものとみなして衆院で３分の２以上の賛成で再可決、成立させることができる「６０日ルール」を見越してのことです。文字通り国会審議を形骸化し、踏みにじるものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国会では衆院憲法審査会で自民党推薦を含む３人の憲法学者がそろって「違憲」と指摘したのに続き、「戦争法案」を審議する衆院特別委員会に参考人として出席した「法の番人」といわれる２人の元内閣法制局長官も、「違憲、撤回を」「従来の憲法解釈の範囲内とは言えない」と指摘しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「戦争法案」の憲法９条を破壊する三つの大きな問題。　　　　　　　　　　　　　　第一の問題は、米国が世界のどこであれ、アフガニスタン戦争やイラク侵略戦争のような戦争を起こした際、自衛隊がこれまで「戦闘地域」とされてきた場所にまで行って弾薬の補給、武器の輸送などの後方支援＝兵たんを行うようにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二の問題は、これまでの政府の憲法解釈を根底から覆し、日本がどこからも武力攻撃を受けていないのに、「集団的自衛権」を発動して米国の戦争に参戦する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三の問題は、国連が統括しない活動（国際治安支援部隊＝ＩＳＡＦ）にも自衛隊が参加し、形式上「停戦合意」があっても、戦乱が続く地域で治安維持活動などを行い、武器の使用も任務遂行のためなどに大幅拡大する。（ＰＫＯ法改定）
安倍首相は、｢違憲」批判にまともに答えず、問答無用と言わんばかりに「憲法の範囲内にあるからこそ法律として提出している。正当性、合法性に完全に確信をもっている」と突っぱねたり、ついには「従来の憲法解釈に固執するのは政治家としての責任の放棄だ」と言いだしたりする有様です。安倍首相には平和主義だけでなく立憲主義や国民主権の点でも憲法を守る姿勢がありません。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
桑名市政、何か変では。―皆で語ろう！！―
新病院建設の３つの不安。
① コンプライアンスの低い「戸田建設」に任せていいのか。
（註）戸田建設事件：戸田建設が受注した民間病院の建設工事を巡り、大阪支店の当時の幹部らが、懲戒処分を受けていたことが、ＮＨＫが入手した内部資料や関係者への取材で分かった。その内容は、地方議員への斡旋手数料や地元対策費に充てるため、社内規則に違反して帳簿に載っていない５５００万円の裏金を下請け業者を使って捻出していました。
② ２４.８億円の増額で現在総額１９９.４億円になったが、これだけで完成する訳ではありません。駐車場の整備や旧病棟の解体や修理費用など最終的にどれだけかかるのか発表できない状況でいいのか。（必要な時に申請すると嘯いている。）
③ １００億円以上も借金して、返せる見通しがたっているとは思えない。（予想収支に根拠がない。）市民の借金になるのではないか。
介護保険での「元気アップ交付金」は止めるべきでは。

今年度からの桑名市の介護保険事業の中で始まる「くらしいきいき教室」は、「運動、栄養、口腔、認知等に関するリスクを抱える高齢者を対象として、リハビリテーション専門職がアセスメント及びモニタリングに関与しながら、医療・介護専門職等が送迎を伴う通所による機能回復訓練等及び訪問による生活環境調整等を組み合わせて一体的に提供する短期集中予防サービス」です。
利用者が介護保険を「卒業」して地域活動に「デビュー」する（このサービスの必要が無くなる）と「元気アップ交付金」が事業者、ケアマネ、本人に給付されます。この交付金は、加算と書かれていますが、成功報酬、インセンティブで、介護保険の報酬として支払われるには相応しくないものです。介護保険の目的からも外れるものであり、給付は中止すべきではないでしょうか。自治体による介護保険からの社会的排除が進んでいきます。
市民農園は値上げや廃止ではなく積極的に桑名「ブランド」に。
桑名市内には２つ（多度アイリスパークふれあい農園と長島市民農園）の市民農園があります。それぞれ設立の経緯に違いがあるようですが、立派なものです。
２０１５年６月議会　星野公平の一般質問
１、「地方創生」について
（１）地域住民生活等緊急支援のための交付金について
【質問】プレミアム商品券の販売方法（不平等性―購入できなかった人がいた）。
【答弁】主体は「桑名プレミアム商品券実行委員会」にあり、早期の販売に踏み切った。アンケートを集計し、購入状況や効果を分析する。
【質問】「総合戦略」作成に向け、いつもの様なメンバーで「桑名市地方創生会議」が開かれたが、「総合計画」作成のように広く住民の意見を聞いていくのか。
【答弁】今後の策定に向けた取り組みの進捗を見ながら検討していく。議会には策定段階に応じて計画案を示していく。
（２）「ブランド推進」について
【質問】「ブランド推進」で「地方創生」はできるのか。
【答弁】ブランド推進事業は、地域のブランド化が地域の活性化において有効と考えて進めている事業。事業でもたらす桑名の魅力や価値を市内外の人々に伝え、体感、実感してもらうことを繰り返すことによって地域ブランドが生まれ、それが地方創生に繋がっていく。
（３）企業誘致と国際化・観光について
【質問】真の地方創生は外来型開発（企業誘致）ではなく内発的発展（住民自らが主体的な合意を経て、自らの手で地域形成を行い、地域発展を目指すような発展）でと言われているが、国際化・観光はこれにあたるのか。
【答弁】「しごと」と「ひと」の好循環をつくるための１つとして、企業の地方拠点強化などの企業誘致や観光の競争力強化が位置づけられている。インバウンド観光の強化、観光資源のさらなる魅力アップと情報発信によって、海外からの外国人観光客を含めた誘客を進めたい。
２、社会保障について
（１）「健康増進施設」について
市長が、積極的やろうとしている「健康増進施設」は、健康には関係ない「ハコモノ」行政ではないか。必要性が本当にあるのか。無理やり「ＰＦＩ」手法を持ち出し、市民を騙そうとしているとしか思えない。桑名市は、「公民連携」の言葉のもと、税金を使わず、民間にやらせようとしていますが、そんなおいしい話はありません。参加企業が無いことを祈っています。（時間の関係で答弁求めず。）
（２）「地域包括ケア計画」について
【質問】生活応援会議の効果・評判、要支援・要介護の認定数と認定率の推移は。
【答弁】昨年１０月から７６人のケース中４人が介護保険を卒業。「会議の出席に時間を要する。説明力が問われることに戸惑いを感じる。」などがある。認定数と認定率は、昨年１０月と４月と比較して、５,４１０人、１５.９１％に対して、５,２８８人、１５.３３％。
【質問】「くらしいきいき教室」の元気アップ交付金は、インセンティブであり介護保険の給付に相応しくないので止めてください。
【答弁】サービスを利用した結果、元気になられた高齢者が、その後も介護予防の意識を持って過ごしていただくための仕組み。サービス提供者や介護支援専門員に対しては、自立支援につなげた加算で支援のやる気を評価するもの。
（３）生活困窮者対策について
【質問】生活困窮者自立支援法による相談業務の状況は。
【答弁】１月から３月まで２９件、４月から５月まで２６件。現在、相談支援員等３名が常駐している。
【質問】生活保護の住宅扶助費の引き下げによる桑名での影響は。
【答弁】２人世帯が４５，８００円から４２，０００円になる。対象は３５世帯。経過措置の適用を積極的に検討する。（対象者には口頭で確認済み。）
以下は、時間が無くなり質問できませんたが、「駅周辺整備」について特に３点の確認をしたかったために、聞き取りの段階で、当局に伝えてあります。
３、駅周辺整備について
（１）駅西土地区画整理事業、駅東再々開発の計画はどうなっているのか
①「駅西土地区画整理事業」は、平成３６年完了から更に１０年ほど遅れる予定。
②「駅西広場の整備」は、車優先ではなく人に優しいまちづくりの観点で。
③桑名市の言うコンパクトシティは、医療施設や商業施設を町の中心部に集めるものではなく、拠点（コミュニティ）間を公共交通で結ぶネットワーク作り。
教育福祉常任委員会での一般質問（休憩中に行われ、議事録は残りません。）
【教育関係】① 子供の貧困問題で、小中学校でのクラブ活移動への補助を。
② 小学生への宿題の実態は。
③ 教員の残業状況は。（小学校で２８．７時間、中学校で３４．９時間）
④ 教科書展示の閲覧状況は。（来年度から中学校で使用する教科書、７月２日迄）
【福祉関係】② 就学前施設の再編について、認定こども園の開設延期の説明あり。幼保一元化について質す。
② 応援会議の可視化と記録を。参加者に費用弁償または報酬を。
③ 病院問題。契約の報告はどうなるのか。戸田建設の問題。総額はいくらに。
　[image: image1.emf]　[image: image2.jpg]> ’
-~ > ¥
v P
=
S -
il s
> Z
- oz / 7
- 7




「くらしいきいき教室」　　　　　　　　　長島市民農園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２３７　　　　２０１５年　　７月　２日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































